
平成２０年度公共事業再評価対象事業調書 
１ 事業の概要 
事 業 名 住宅地区改良事業 

崇仁北部第三地区 事業所管課 京都市都市計画局 
住宅室すまいまちづくり課 

事 業 区 間 下京区上之町他 面 積 ２．７３ヘクタール 
(地区内 2.21㌶，地区外 0.52㌶)

事業概要 
崇仁地区は，本市の中心部に位置し，東は鴨川，西は京都駅に隣接し，地区内を主要幹線や鉄道が貫

通する，不良住宅が密集していた地域である。 
当地区は区域が広く，一括して地区全体の事業に着手することができないため，地区を 5 つに分け，

昭和 35年から順次地区指定を行い，崇仁北部第三地区は，四番目（昭和 57年）に地区指定を行った。
当地区の改良事業は，不良住宅の買収除却，用地取得，従前居住者のための改良住宅及び店舗の建設，

道路及び児童遊園等の整備を行うことにより，地区内の住環境の改善を図ることを目的として事業を推
進している。 
＜除却戸数＞ 不良住宅 193戸（不良住宅率 81．09%） 
＜建設計画＞ 改良住宅 125戸，店舗，集会所など 

 
２ 事業の必要性等に関する視点 
【事業の進捗状況】 
都市計画決定  事業採択年度 昭和５８年度 用地着手年度 昭和５８年度 

工事着手年度 昭和６２年度 完成予定年度 当初 昭和６４年度 
変更 平成２０年度   

年度 全体事業 平成１８年度以前 平成１９年度 平成２０年度 残事業 

除却等 
N=     193 戸 
C=     822 百万円 

N=     182 戸 
C=     750 百万円 

N=       0 戸 
C=       0 百万円 

N=       0 戸 
C=       0 百万円 

N=      11 戸 
C=      72 百万円 

用地 
A=  12,707 ㎡ 
C=  10,173 百万円 

A=  11,753 ㎡ 
C=   9,002 百万円 

A=       0 ㎡ 
C=       0 百万円 

A=       0 ㎡ 
C=       0 百万円 

A=     954 ㎡ 
C=   1,171 百万円 

建設 
その他 

N=     125 戸 
C=   2,852 百万円 

N=     125 戸 
C=   2,679 百万円 

N=       0 戸 
C=       1 百万円 

N=       0 戸 
C=       0 百万円 

N=       0 戸 
C=     172 百万円 

計 C=  13,847 百万円 C=  12,431 百万円 C=       1 百万円 C=       0 百万円 C=   1,415 百万円 

進捗率 
(累積) 

 89.8% 89.8% 89.8% 100% 

事業の進捗状況 
☆主な事業の進捗（平成 20年 3月末)    

平成 ２年１０月 改良住宅 50戸竣工 
平成 ７年 ３月 改良住宅 30戸竣工 
平成 ８年 ７月 崇仁まちづくり推進委員会の発足 
平成１３年１０月 改良住宅 45戸，店舗 5戸竣工 
平成１４年 ３月 高瀬川付け替え工事完成 
平成１６年 ３月 店舗（3戸）竣工 

 
平成１５年度再評価における対応方針であった，周辺地区との景観の調和，地域コミュニティの維持

について，崇仁北部第三地区内に，崇仁コミュニティセンター，崇仁老人デイサービスセンター，下京・
東部地域包括支援センター等の用途を併せ持つ複合施設を建設し，平成２０年４月に「うるおい館」と
してオープンした。 
また，新たな事業手法の導入に向けた検討については，現在，まちづくり組織と協力，連携しながら，

積極的に検討を行っているところであり，平成 20 年 4 月に設置された「京都市同和行政終結後の行政
の在り方総点検委員会」においても，「崇仁地区の環境改善」について，検討されている。 

 計画 実績 進捗率 
不良住宅除却 193戸 182戸 94.3%
用地取得 12,707㎡ 11,753㎡ 92.5 %
改良住宅建設 125戸 125戸 100.0%
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当初計画に比べて事業が遅れた理由 
崇仁北部第三地区は，昭和 58 年度に事業認可を受け，事業を推進してきたが，事業進捗に大きく影

響する用地取得において，バブル経済崩壊による地価の暴落等により，地権者との買収交渉が難航して
いるため，当初計画に比べて事業が遅れている。 
 

 
【事業を巡る社会経済情勢等の変化】 

 
○ 崇仁まちづくり推進委員会の発足 
平成 8年 7月に崇仁まちづくり推進委員会が発足してから，地区住民と行政とのパートナーシップ
型の事業推進を進めてきた結果，地区住民のまちづくりに対する参加意識が強くなり，本事業への理
解が進み，大幅に事業が進捗した。 

 
○ 人口減少と高齢化 
その一方で，用地買収による地区外への転出等により，平成 12 年では 2,269 人であった地区の人
口が，平成 17年には 1,689人となり，580人（25.6％）減少し，減少率は，京都市内で最も高い。 
また，65歳以上の人口が，平成 17年で 649人であり，人口比率は，38.4%と京都市全体の 19.9%
を大きく上回っている。 
人口減少と高齢化により，地区の活力が急速に低下している。 

 
 
【上位計画から見た事業の有効性】（■は該当項目を示す。） 

京都市基本計画 
事業ごとの上位計画 具体的な効果等 

大項目 小項目 

■ 安らぎのあるくらし 
□ 華やぎのあるまち 
□ 市民との厚い信頼関
係の構築をめざして 

第 1節 
すべてのひとがいき
いきとくらせるまち 

 
２ すべてのひとがい
きいきと活動する 
 
(1) だれもがずっとくら
し続けたくなるすま
い・まちづくり 

 
オ 住み続けられる 

まちの形成 

＜京都市住宅 
マスタープラン＞ 

第 4章 
政策展開の基本方針 

１ 多世代が支えあう 
地域居住の支援 

(3) 住み続けられる 
住環境づくり 

・ 地区住環境の 
総合的整備

 
 
＜京都市崇仁 

まちづくり計画＞

○ 地区の立地性を生か
したまちづくり 

○ 都市居住を支える住
宅供給と都市サービ
スの提供 

○ 開放性の高い良好な
都市景観と安全かつ
快適な住環境の創出 

○ 人と人との交流を促
進するまちづくり 

○ 住民と行政とのパー
トナーシップによる
継続的なまちづくり 

 
【指標による評価】 

客観的評価指標 評価結果 

事業採択についての条件を確認す
るための指標 

事業の投資効果 
（費用便益分析） Ｂ／Ｃ   ＝ ０．８３ 

事業の要件 指標該当状況：○有・無 

事業の効果や必要性を評価するた
めの指標 評価軸に対する該当状況：５／５ 
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３ 事業の進捗の見込みの視点 
【事業の実施のめど，進捗の見通し等】 

 
○不良住宅の除却＜遅延原因や問題点の解決等＞ 
事業進捗としては，最終段階にあるが，不良住宅の除却が 11戸あり，そのうち，3戸が未買収とな
っており，買収済み未除却の不良住宅と，未買収の不良住宅が棟続きであることなどから，除却も進
んでいない。買収に向けた粘り強い交渉を行っているところである。 

 
○地区の整備＜遅延原因や問題点の解決等＞ 
公共施設（道路）の整備を残すのみとなっているが，良住宅も含め 7 戸の買収が難航していること
から，公共施設整備に着手できず，事業が遅れているため，道路整備範囲の見直しなど，事業終結に
向けた事業計画変更を行う。 

 
○改良住宅の建設＜完了＞ 
既に計画戸数の建設が完了している。 

 
 
４ 対応方針案 

対応方針 継続，中止，休止 

理由 

 
○「事業の必要性等に関する視点」 
本事業は，不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図り，災害を防止し，衛生を
向上し，健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し，公共の福祉に
寄与することを目的としている。 
既に崇仁北部第三地区は，不良住宅が密集する状況をほぼ解消し，住宅建設も完了し
ているが，公共施設の整備が完了していないため，防災的に，本事業を完全に終えたと
はいえない状況である。 

 
○「事業の進捗の見込みの視点」 
残事業がわずかでありながら，最後の詰めに手間取っている状況である。 
現在，この状況を打開する検討を行っており，平成 23年度まで事業延伸を行い，道
路整備等の残事業を順次実施していく。 

 
○「コスト縮減や代替案等の可能性の視点」 
早期の事業完了を目指し，この間，事業進捗の遅れの要因であった，用地買収の難航
について，土地区画整理事業との合併施行の検討などを行い，解決策を見出していきた
い。 
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[箇所図] 

[事業計画図] 

事業名：住宅地区改良事業 崇仁北部第三地区 
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（手前）うるおい館（複合福祉施設ａ部分） 
（奥） 崇仁市営住宅第 41 号棟（改良住宅用地ａ部分） 

 
 

 
崇仁北部第三地区全景 

 

[写 真] 

事業名：住宅地区改良事業 崇仁北部第三地区 
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客観的評価指標（住宅地区改良事業） 
 

【事業の要件】 

環境・景観への 
配慮事項 

平成 11年 3月に策定した「京都市崇仁まちづくり計画」において，「開放性の

高い良好な都市景観と安全かつ快適な住環境の創出」を方針として事業に取り組ん

でいる。 

また，平成 19年 9月から実施している「新景観政策」に基づき，建物の高さ，

デザイン，眺望景観など都市景観の保全に取り組んでいる。 

市民と行政の 
パートナーシップ 

上記計画における「住民と行政とのパートナーシップによる継続的なまちづく

り」の方針に基づき，平成 8年に「みんなが主役のまちづくり」を合言葉に組織さ

れた地元まちづくり組織である「崇仁まちづくり推進委員会」と，連携，協議しな

がら，事業に取り組んでいる。  
 

【事業の必要性】 

 評価項目 評価指標 
該当

状況

す
べ
て
の
ひ
と
が
い
き

い
き
と
く
ら
せ
る
ま
ち 

すべてのひとがいき

いきと活動する 

■地区面積，不良住宅戸数，不良住宅率，戸数密度において，低居住

水準地区に該当する 

■地区の人口減少率，高齢化率が高く，活力がない 
2/2

誰
も
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

災害に強く日々のく

らしの場を安全にす

る 

■木造老朽家屋が多く，火災時の危険性が高い 

□防災上危険な区域に立地する。（水害危険区域，急傾斜地崩壊危険

区域，防災再開発促進地区，消防活動困難区域等） 

1/2

日常生活における身

近な安全や安心を確

保する 

■高齢者等の日常生活の不安に配慮した居住空間が確保できる。 

■必要な公共空間（道路，公園等）が確保される。 

□集会所等が無く，地域コミュニティの交流活動等に支障がある。 

2/3

活
力
あ
ふ
れ

る
ま
ち
づ
く

美しいまちをつくる ■老朽家屋が密集している等，地域景観上好ましくない 

■地域整備により地域景観の向上に大きく寄与する。 
2/2

市
民
の
く
ら
し
と

ま
ち
を
支
え
る
基

盤
づ

個性と魅力あるまち

づくり 

■高齢社会対応の住宅づくり等により，高齢者の定住が促進できる 

□定住人口の増加により，地域活性化が期待できる。 

■地域周辺開発への波及効果が見込まれる 
2/3

市民の知恵と創造性を生かし

た政策を形成する 

■審議会，委員会を通じ地元意見を反映させ事業を進めている 

■計画段階から市民参加により事業をすすめている 
2/2
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■費用便益分析結果総括表

【事業名】

事 業 名

事業所管課

１．算出条件

基準年次

供用年度

便益算出手法
（概要）

２．費　用

事業費 維持管理費 合　計

単純合計（税込み） 138 7.2 145

　　　　　　（税抜き） 132 6.9 139

基準年における

現在価値（Ｃ）※1 132 4.2 136

（単位：億円）
※1：検討期間（47年）の事業費＋維持管理費（税抜き）に対する基準年における現在価値

３．便益額

供用年次の便益

基準年における

現在価値（Ｂ）※2

（単位：億円）
※2：検討期間（47年）の総便益額に対する基準年における現在価値

４．費用便益分析比

Ｂ／Ｃ 0.83

都市計画局住宅室すまいまちづくり課

住宅地区改良事業
（崇仁北部第三地区）

住宅地区改良事業等
費用対効果分析マニュアル

（平成11年度）

2002 年

2008 年

113

233

146



便　　益 （単位：億円）

事業収益
建　　 物
残存価値

用地費

39 93 3 98 233 

※　事業収益の内訳は，家賃収入，店舗使用料及び駐車場使用料等である。

費　　用 （単位：億円）

不良住宅除却 用地取得 建設その他 維持管理 費用計

8 98 32 7 145 

便 益 ・ 費 用 内 訳 表

便益計整備便益
住宅等整備敷地内便益
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